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今週のことば

クレカの「ＰＩＮバイパス」廃止

店頭でのクレジットカード決済時に暗証

番号（ＰＩＮ）の入力を省略し、サインで

本人認証を行う「ＰＩＮバイパス」が今月末

で原則廃止され、暗証番号入力が必須に。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ３／　３(月) 大安　ひな祭、耳の日

 　　　４(火) 赤口　トランプ米大統領施政方針演説

 　　　５(水) 先勝　啓蟄、中国で全国人民代表大会開幕

 　　　６(木) 友引

 　　　７(金) 先負　消防記念日

 　　　８(土) 仏滅

 　　　９(日) 大安　大相撲春場所初日

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 2/24(月) 振替休日

   25(火) 38,238  ▼539  149.27 △1.29

   26(水) 38,142  ▼ 96  149.53 ▼0.26

   27(木) 38,256  △114  149.26 △0.27

   28(金) 37,155 ▼1101  150.43 ▼1.17

株式や暗号資産等に係る申告の注意点等

◎上場株式等の取引……特定口座（源泉徴収あり）

で確定申告をしない場合、源泉徴収口座の譲渡所得

や配当所得等は配偶者控除や扶養控除など各種所得

控除を判定する際の「合計所得金額」に含まれませ

ん。ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

などを適用するために確定申告をした場合は譲渡所

得等（繰越控除前の金額）が「合計所得金額」に含

まれることになります。

　なお、ＮＩＳＡ口座での譲渡損失はないものとみな

されるため、繰越控除や損益通算はできません。

◎ＦＸ取引（外国為替証拠金取引）……差金等決済

による利益が生じた場合は「先物取引に係る雑所得

等」として、一律２０.３１５％の申告分離課税となり

ます。損失が生じた場合は他の「先物取引に係る雑

所得等」との損益通算はできます。また、損益通算

をしても引ききれない損失がある場合は翌年以後３

年間にわたり繰り越すことができます。

　なお、給与所得者（給与収入２千万円以下）の場

合、給与・退職所得を除く所得金額が合計２０万円超

の場合は、確定申告が必要です。

◎暗号資産取引……ビットコインなどの暗号資産の

売却や使用などより生じた損益は原則として「雑所

得（その他雑所得）」として取扱われ、損失が生じ

た場合でも他の所得との損益通算はできません。た

だし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が３００

万円を超えており、取引に係る帳簿書類の保存があ

る場合は原則として「事業所得」に区分されます（営

利性や反復継続性など総合的に判断）。

　ＦＸと同様に給与所得者は給与等以外の所得が合

計２０万円超の場合、確定申告が必要です。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５０９

採用や退職があった場合の社保の取扱い

　従業員の採用や退職等があった場合は、社会保

険（厚年・健保）の「被保険者資格取得届」や「被

保険者資格喪失届」を５日以内に提出します。

　また、社会保険料は月単位で計算されるため、

月の途中で採用等した場合でも被保険者資格を取

得した日の属する月から１ヵ月分の保険料を納め

ることになります。

　退職等により被保険者資格を喪失する場合は、

資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はあ

りませんが、資格喪失日は「退職等した日の翌日」

となるため、例えば、３月３１日に退職した場合は

４月１日が喪失日となり、３月までの保険料を納

める必要があります。

★☆★ ３月のチェックポイント ★☆★

※ 令和６年分の所得税・贈与税の申告・納付期限

は３月１７日（月）、個人事業者の消費税の申告・

納付期限は３月３１日（月）です。

※ ３月は「価格交渉促進月間」です。エネルギー

価格や原材料費、労務費などが上昇する中、積

極的に価格交渉・価格転嫁を行い、賃上げ原資

を確保することが重要となります。

※ １日～７日は「春季全国火災予防運動」です。

※ 年度末は売掛金など債権回収の好機です。完全

回収に取り組み資金繰りの改善に努めます。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５０９                        ２０２５． ３． ３ 

上場株式、ＦＸ、暗号資産に係る確定申告の注意点等 

◆上場株式等の取り扱い（源泉徴収口座の場合） 

 特定口座（源泉徴収口座）を利用している場合、金融商品取引業者等により源泉徴収され、納税

が完結しますので、確定申告をする必要はありません。この場合、配偶者控除や扶養控除などを判

定する際の「合計所得金額」は、源泉徴収口座の所得を含めずに判定します。 

 ただし、源泉徴収口座の譲渡所得等が赤字となった場合（上場株式等の配当等を受け入れている

場合においてその上場株式等の配当等との通算後）で、当該源泉徴収口座以外の上場株式等に係る

譲渡所得等の黒字と相殺する場合や、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特

例の適用を受ける場合などには、確定申告が必要です。 

◎上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 

 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失がある場合は、確定

申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得（上場株式等に係る配当

所得については、申告分離課税を選択したものに限る）と損益通算ができます。 

 また、損益通算しても控除しきれない損失については、翌年以後 3 年間にわたり、確定申告によ

り上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等から繰越控除することができます。 

※上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。 

◎確定申告による「合計所得金額」への影響 

 確定申告をした場合、譲渡所得等（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額）が

「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除や扶養控除、住宅ローン控除等の適用を受けること

ができなくなる場合があります。 

◆ＦＸ（外国為替証拠金取引）の取り扱い 

 FX の利益は、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となり、申告分離課税の対

象となります。税率は、他の所得額にかかわらず一律 20.315％です。 

 なお、FX には、店頭取引と取引所取引（金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取

引）がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。 

◎差金決済による差損が生じた場合 

 損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取

引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。 

 他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要

件の下、翌年以後 3 年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できます。 

※繰越控除の適用を受けるためには、損失が出た年から連続して確定申告をする必要があります。 

◎給与所得者の確定申告 

 年末調整が済んでいる給与所得者でも「先物取引に係る雑所得等」などの給与・退職所得以外の

所得が合計 20 万円を超える場合は確定申告が必要になります。 

◆暗号資産（仮想通貨）の取り扱い 

 ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等により生じる損益については、原則として雑所得

（その他雑所得）に区分されます。 

 ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超えており、暗号資産取引に係る

帳簿書類の保存がある場合は原則として「事業所得」、帳簿書類の保存がない場合は原則として

「雑所得（業務に係る雑所得）」に区分されます。なお、暗号資産取引が事業所得等の基因となる

行為に付随したものである場合（例えば、事業所得者が事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸

資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用）は、事業所得に区分されます。 

◎所得の計算方法 

 保有する暗号資産を売却（日本円に換金）した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額と譲

渡原価等との差額となります。また、保有する暗号資産で商品を購入した場合、暗号資産を譲渡し

たことになるため、その暗号資産の譲渡価額と譲渡原価等との差額が所得金額となります。 

 なお、暗号資産の売却等による所得は、原則として雑所得（その他雑所得）に区分されますので、

その所得金額は、総収入金額から必要経費（暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直

接要した費用）を控除することにより算出します。 

◎損失の取扱い 

 雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得と通算するはことはできま

せん。ただし、事業所得に区分される場合は他の所得と通算できます。 


